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旧灰塚小学校水泳プール解体工事
配置図
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【特記事項】
・解体範囲内工作物は特記無き限りすべて解体撤去すること。
・解体範囲内の地中埋設物（配管・枡類等）は解体撤去すること。
・建物解体跡、舗装撤去跡、は購入土（真砂土等）で埋戻し、整地すること。
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